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抽象的結果観と具体的結果観

濵本千恵子

Description of the abstract results 
and Description of the concrete results 

Chieko HAMAMOTO 

１．序

刑法における結果とは何か。たとえば我が国の刑法199条

は、殺人罪の規定として「人を殺した者は、死刑又は無期若

しくは五年以上の有期懲役に処する」と定めている。単純に

考えれば、当該構成要件から想定される「結果」は「人の死」

である。しかし従来から、この結果を如何に規定するかにつ

いては見解の対立があった。現在のところ、我が国でも、ま

た我が国の刑法学に多大な影響を与えたドイツにおいても、

「構成要件上重要な事情を具体的に記述する」ことで結果を

規定する、いわゆる具体的結果観が支配的であるといえよう。

たとえば「人の死」を刑法が問題とするとき、すなわち、そ

の死がまさに何者かの犯罪行為によって惹き起こされたのか

を検討するとき、「人の死」が発生した時刻や場所、死因等は

非常に重要な検討課題となる。それ故に、これらの事情は結

果の規定それ自体に含むべき、というのである。

 では、何故に「人の死」ではなく「××による○時○分の

死」といった具体的な記述が結果規定に必要とされたのであ

ろうか。この要求の背後には、かつてドイツで提唱され、今

なお受け継がれている等価説の存在がある。周知のように、

如何なる事情が結果に対する原因であるか、という因果概念

に関する議論において、かつては結果に対する諸条件の中か

ら、何らかの基準を用いて「原因」を選出する、いわゆる個

別化説（原因説）も主張された。しかしこれらの個別化説は、

各々の説が原因選出の明確な基準を示しえないことから支持

を失った。反対に、諸説を抑えて通説的地位を確立したのが

等価説である(1)。そもそも何らかの外界変動としての結果とは、

様々な条件が絡み合って生じるものであり、「原因」とはこれ

らの条件の総和を指す(2)。個別化説はこれらの中から（唯一の）

原因を示そうと努めたのであるが、これに対して等価説は、

結果発生に共同作用した条件の総和ではなく、個別条件の

各々を「原因」とみなし、各原因が結果発生に対して同価値
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であると考える(3)。刑法上問題となるのは、「一定の種類の人

的行動と結果との関連を確定すること(4)」であるがゆえに、本

来は一条件にすぎない人的行動という事情それ自体が、原因

として扱われるのである。

 ただし、等価説が結果発生に関与した条件を等価とみなす

とはいえ、この見解は世界の総体的な因果性の解明を要求す

るものではない。一つの出来事の結果が別の出来事の原因と

なるように、現実世界における事象は綿々と継続していくと

しても、「むしろ、総体的な世界のほんの一端が、その意味で

『部分的結果』のみが、その惹起性について等価説を手懸か

りにして検討されるにすぎない(5)」。刑法の扱う領域において、

因果経過はもとより、因果性判断の対象となる結果もまた、

「法的に相当な結果」として総体的事象から切り取られねば

ならない。では、「相当性」の線引きをどのレベルで行うか。

これこそが結果規定の問題の本質であった。

２．抽象的結果観と具体的結果観

（１）抽象的結果観

 従来、等価説は、因果性、すなわち条件関係の把握のため

に「あれ（行為）なければこれ（結果）なし」というコンデ

ィティオ公式を使用してきた。当該公式の核をなすのは、「現

実の経過から、条件関係が問われるべき行為のみを差し引い

た場合に想定される仮定的経過において、同様の結果が発生

するか否か」という仮定的経過判断である。この仮定的経過

において、同様の結果を発生させうる事情、すなわち代替原

因が存在する場合には、問題とされる行為と結果との間の条

件関係が否定される。

 ここで、「同様の結果」とは何か、という疑問が思い浮かぶ。

仮に、結果発生に至る事情までも含めて検討し、現実の結果

と仮定的結果との間に僅かでも齟齬があれば結果の同一性を

認めないとする。この場合、行為を取り除くという、現実の

経過とは異なる思考実験が行われている以上、現実の経過と

「まさに同一の結果」が生じる事案は著しく限定されるであ
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ろう。しかし、仮定的経過における結果の同一性を、常にこ

こまで厳密に求める見解は見受けられず、代替原因が生じさ

せる「同様の結果」と認められるものは、以下の二つのケー

スに大別される(6)。

 ① 仮定的経過において、現実の経過と時、場所、態様等に

ついて「まさに同一の結果」が生じるケース。たとえば、「死

刑執行人が執行ボタンを押そうとしたまさにその瞬間、死刑

囚に復讐するため、被害者の父親Ａが執行官を押しのけ、自

らボタンを押し、よって死刑囚が死亡した場合」（死刑執行人

事例）である。

 ② 結果発生の具体的な形態が、現実の経過と仮定的経過で

若干異なるケース。たとえば、「Ａは、Ｂが斧を振り上げてＣ

を背後から殴ろうとしているのを発見し、Ｃに向けて大声で

警告を発した。Ｃはその声に振り向き、そのためＢの攻撃は

Ｃの後頭部ではなく側頭部に命中し、Ｃが死亡した」という

場合（警告事例）が挙げられよう。「Ａが彩色を施した花瓶を

Ｂが床にたたきつけて破壊した場合」（花瓶事例）や「大雨で

決壊したダムに、Ａがバケツ一杯の水を加えた場合」（ダム事

例）もここに分類される。

 上記のケース①は、「Ａの行為なくとも結果あり」として条

件関係が否定されそうであるが、我々の直感は、この結論を

是としないであろう。では、この直感を如何に説明すべきか。

通説的見解は、死刑執行人がボタンを押すという行為は未だ

現実化していないのであるから、そのような仮定的事情は付

け加えて考えるべきでないとして、公式に「付け加え禁止」

という修正を加えることで、Ａの条件関係を肯定する。これ

に対して②のケースは複雑である。この事例においてはＡの

行為と結果との関係が問題とされるのであるが、我々は、Ａ

の行為ではなくＢの攻撃こそが真の原因であると感じるに違

いない。ケース①と異なる点は、Ａ、Ｂ双方の行為が現実化

し、かつ、発生した結果の形態に多少なりとも影響を与えて

いるということである(7)。そしてＡの行為を取り除いた際に生

じる結果（「後頭部陥没による死」）は、現実の経過における

結果（「側頭部陥没による死」）とまさに同一とは言えないが、

しかし現実の経過と「同様の結果」（Ｃの死という結果）であ

ると考えられよう。そうであれば、②のケースでＡの行為に

条件関係が認められるか否かは、「結果」の規定方法に大きく

左右されることになる。

 結果発生の一条件を原因と解する等価説の立場からすれば、

結果発生に何らかの影響を与えた条件は、たとえそれが如何

に些細な事情であったとしても、「原因」として扱われうる。

たとえば先の警告事例において、結果を「頭蓋側頭部陥没に

よる死」と規定すれば、大声を上げてＣを振り向かせる行為

は、Ｃの頭部を斧で殴打する行為と並んで、結果発生の原因

である。Ａによる警告が結果発生の原因だとする結論を我々

の直感が拒絶するとしても、少なくとも等価説の立場から、

この行為の原因性を否定することはできない。

 この結論を回避するため、コンディティオ公式による条件

関係判断を行う際に、「まさに同一の結果」ではなく「その種

の同様の結果」が発生したか否かを問うのが抽象的結果観で

ある。たとえば抽象的結果観に立つトレーガーによれば、一

つの具体的な条件が、完全に具体的な結果を惹起したかどう

かは重要でなく、むしろその時々の考察者の関心が重要なの

であって、「それが欠落した場合に具体的結果にきわめて些細

な変化が生じるような先件は、法的意味においては結果の条

件ではない。むしろ、我々には、結果は、ある程度一般化さ

れた形でのみ関心をひく(8)」。そして結果発生の原因とは、「そ

の場合に存在する状況がおよそ当該法的結果カテゴリーから

外れることなしには差し引いて考えることのできないような

各々の事情(9)」である。これを先の警告事例に当てはめれば、

刑法上重要なのは頭蓋骨の陥没部分が側頭部であるか後頭部

であるかではなく、その被害者が頭部を損傷して死亡した点

であるから、「頭蓋側頭部陥没による死」という具体的結果は、

ある程度抽象化して、「頭蓋骨陥没（あるいは頭部損傷）によ

る死」という一定のカテゴリーに分類されることになろう。

抽象的結果観はこのように、結果を抽象的なカテゴリーに分

類したうえで、コンディティオ公式に基づく条件関係判断、

すなわちＡが警告を発しなかった場合の仮定的経過判断を行

う。Ａの警告がなければ「頭蓋後頭部陥没による死」という

結果が生じると予測されるであろう。しかしこの結果もまた

「頭蓋骨陥没による死」という結果カテゴリーに包摂されう

るのであるから、Ａの警告は抽象的な結果カテゴリーから外

れないことが判明する。つまりＡの警告がなくとも抽象的結

果が抜け落ちることはなく、それゆえに当該結果についてＡ

の条件関係は否定されるのである。

 抽象的結果観が主張するように、結果を一定の抽象的カテ

ゴリーに分類するならば、現実に発生した結果に対して些細

な影響を与えた条件について、因果性を否定しうる。しかし

この手法には問題も指摘される。第一に、抽象的結果観はコ

ンディティオ公式と組み合わさった場合に、その機能を喪失

しかねない。たとえば、結果を単に「（当該）被害者の死」と

規定すると、被害者は人間である以上、どのような理由であ

れ、いつか必ず死亡するのであるから、行為が無くともいず

れ結果（被害者の死）が生じたことに間違いはない。つまり、

抽象的結果規定は、「同一カテゴリー」に属する結果を惹起し

うる代替原因が存在する場合には、その代替原因が現実的な

ものであれ潜在的なものであれ、常に行為の因果性を否定せ

ざるをえないのである。

 もちろん、結果記述に際してこのように現実の事情（たと

えば被害者が死亡した日時等）を全く無視した、極端な抽象

化を行う見解は見受けられない。抽象的結果観の論者らは、

抽象的結果規定こそが唯一の正しい結果規定方法だと考え、

常に結果をカテゴリー分けするのではなく、むしろ因果関係

の判断において具体的結果規定から出発し、必要に応じて結
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果の抽象化を図るのである。たとえばトレーガーは、具体的

な結果の規定と、その結果に影響を与えた諸々の事情が存在

する、ということを前提にして、各々の事情が具体的結果に

対して法的に重要な変更を加えたか否かを確認し、「些細な変

更」と具体的結果との条件関係を否定するために、結果それ

自体に手を加え、これを抽象的に把握する。反対に、重要な

変更があった場合には結果は抽象化されず、具体的なままに

留まるのである。

結果を常に抽象化、あるいは具体化するのではなく、事案

ごとに異なる結果規定を利用する手法を、ザムゾンは因果経

過の修正（modifizieren）と因果経過の取替（ersetzen）との

区別として位置づけている(10)。ザムゾンによる区別を警告事

例に当てはめれば、Ａの警告はＢによる攻撃の命中する位置

を後頭部から側頭部へと変更したにすぎないのであるから、

その行為は被害者の死という結果に対して重要な変更を加え

るものとはいえず、単に元々存在した因果経過を「修正」し

たにすぎない。しかしたとえば、Ｂの攻撃が命中する前にＡ

がＣを銃で撃ち殺したなら、Ａは被害者の死因を変更したこ

とになる。このような死因の変更は、結果に対して法的に重

要な変更を加えたと考えられるので、Ａは、自らの行為（銃

による狙撃）によって元々の因果経過（斧による攻撃）を取

り替えたと言える。したがって、後者の事例において結果は

抽象化されず、少なくとも「銃殺」というレベルで結果が具

体的に記述されることになろう。

 このように、法的に重要な方法による結果変更の有無（あ

るいは因果経過の修正と取替）を区別して結果の抽象化に段

階を設けることで、確かに、少なくとも「行為がなくとも人

はいずれ死亡する、それゆえにすべての殺人行為について結

果との条件関係は否定される」といった暴論は回避しうる。

人間にいつか必ず訪れる死と、殺人行為の結果たる死とでは、

死因や死亡時期について「法的に重要な方法による結果変更

があった」と考えられ、結果の抽象化が否定されるためであ

る。

 しかし、結果変更の法的重要性による区別も、実のところ

単純ではない。この区別を要求することで、抽象的結果観は

第二の問題、すなわち法的に重要な変更とそうでない変更と

を区別する基準をどこに求めるか、という深刻な問題に直面

する。

 たとえばトレーガーは、如何なる場合に結果を抽象化する

かについて、「燃えている建物の中に少量の藁の束を投げ込む

者は、そのことによって確かに、その具体的な確実性におい

て結果に対する条件を設定するが、しかし決して法的に関心

を引く結果に対する条件は設定しない。誰かがたとえば燃え

さかる家屋に藁でいっぱいの車両で飛び込み、それによって

炎の激しさと焼損の速さが相当に上昇した場合には別である

(11)」と説明する。この記述からは、結果発生に対する条件の

設定が「法的に関心をひく」か否かが事案を区別する基準で

あることが読み取られよう。一般に、結果発生の「時」や「場

所」を設定する行為は、「法的に関心を引く結果に対する条件」

であると考えられる。少量の藁の束と車両一杯に積まれた藁

とでは、家屋の焼失に掛かる時間も大幅に変更されるであろ

う。ここでは、結果発生の「時」の変更が、法的に関心をひ

いていると言える。彼はまた、ケース②（洪水事例）におい

て、堤防が決壊して溢れ出る水流の中にバケツ一杯の水では

なく、大きな貯水池を開けてその水を加え、その結果水位が

著しく上昇し、洪水が「強化」された場合にも、結果の抽象

化を否定する。ここでは、結果発生の時・場所に加え、被害

の程度や結果発生の態様といった事情も考慮されているよう

である。

 しかし抽象的結果観に立つトレーガー、あるいはタルノウ

スキーは、結局の所、法的重要性の有無、すなわち如何なる

場合に結果抽象化を認めるかという問題に明確な答えを出し

ているとは言い難い。両者は抽象化の基準を法学における結

果の本質的側面、すなわち構成要件に求め、そこには「時、

場所、行為の種類に関する具体的な諸要素(12)」が含まれると

いう(13)。しかし如何なる場合に「法的観点において重要な変

更」が行われたかは、一般論としてではなく、個別具体的に

判断されるという(14)。既に燃えている家屋に少量の藁を投げ

込もうと、藁が満載のトラックで突っ込もうと、「家屋の燃焼」

というレベルでは変わりはないはずであるが、トレーガーは

後者においてのみ法的に重要な変更があったと考えるのであ

る。結果発生の「時、場所、行為の種類に関する具体的な諸

要素」といった構成要件上重要な事情を、結果規定において、

しかも個別具体的に考慮するという手法は、後述する具体的

結果観と何等相違はなくなってしまう。これらの具体的事情

を取り込んだ結果規定は、もはや「抽象的」と称することは

できないのではなかろうか。

 以上の指摘は、抽象的結果観の核心である「結果カテゴリ

ー」の不確実さをも明らかにするであろう。先に述べたよう

に、抽象的結果観は必要に応じて、すなわち些細な事情を原

因から排除するという目的で結果を一定のカテゴリーにまで

抽象化する。その際、結果のカテゴリー決定は、結果を如何

なる方向に向けて、如何なる程度で抽象化するかに依存する

のであるが、この抽象化の方向性及び程度もまた、明確な基

準は示されない。たとえば警告事例において、頭蓋側頭部陥

没による死という具体的結果を、「人の死」まで抽象化するこ

とも可能なはずである。しかし上記のとおり、抽象的結果観

に立つ論者であっても、結果の抽象化は「一定程度」に留め

るのである。そうであれば、些細な事情が具体的結果に対し

て如何なる変更を加えたかによって、結果のカテゴリーは異

なる分類がなされるであろう。つまり、当該事情が結果に生

じさせた変更は重要ではない、という結論を導くために、結

果のカテゴリー決定に際して結果発生の時刻を抽象化し、あ

るいはその発生の態様を抽象化することが可能なのである。
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 更に、結果をカテゴリーに分類することと、法的関心から

結果に重要な変更が加えられたか否かという問題は、必ずし

も一致しないように思われる。たとえば先述の①（死刑執行

人事例）において、Ａの行為は、死刑囚の死という結果発生

に関して、執行人がその結果を惹起したであろう場合と比較

しても、その発生の時、場所、態様等に何らの変更ももたら

さない。つまり、Ａは結果のカテゴリーはもとより、具体的

結果に対しても何等変更を加えない。しかし死刑囚の死とＡ

がボタンを押す行為との間の条件関係は肯定されるであろう。

なぜなら、確かにＡは元々執行人が押すはずであったボタン

を代わりに押しただけで、そこから生じる結果は仮定的経過

における結果と同一カテゴリーに含まれるが、しかし法令に

より許された執行人以外の者が死刑執行に関与することは法

的に重要な変更であるので、結果の抽象化は否定されるであ

ろう(15)。

 しかし抽象的結果観は、本来、「些細な事情」を原因判断か

ら排除するために主張された見解であり、その骨子は「行為

が結果カテゴリーを変更したか否か」にあったはずである。

死刑執行人事例におけるように、この変更が存在しないにも

かかわらず、法的に重要な変更であったか否かという基準に

よって行為の原因性を肯定しようとするのであれば、そのと

きトレーガーは、元々発生するはずであった結果と同一カテ

ゴリーに含まれうるような具体的結果を惹起した行為を「原

因」として扱うために、「法的に重要な変更があった」ことを

理由にして、結果の抽象化を否定していると言えよう(16)。し

かし先述のとおり、如何なる場合に、如何なる程度で結果を

抽象化するかは不明確なままである以上、結果カテゴリーを

設定して当該抽象的結果と行為との間の条件関係を問わずと

も、後述する具体的結果観と同様に、当初から行為が「法益

（状態）に法的に重要な変更をもたらしたか否か」を問えば

十分であるように思われる。

 最後に、この点はトレーガー自身が認める所であるが、「結

果に法的観点から重要な変更をもたらす事情」のみを条件と

する抽象的結果観は、結果規定、すなわち因果関係に関する

議論の段階で法的価値判断を取り込むことになる、との批判

もある。トレーガーが結果規定における価値判断を肯定した

結果、彼は、警告者Ａについて条件関係を否定したはずの警

告事例において、事例が僅かに修正された場合に異なる結論

を導くことになる。すなわち、警告者ＡがＣを危機から回避

させるためではなく、Ｂによる攻撃をより容易にする目的で

大声を上げた場合には、トレーガーは結果の抽象化を否定し、

Ａの警告とＣの死亡結果との間に条件関係を肯定するのであ

る(17)。ここで、Ａの行為と結果との間の条件関係の有無が、

Ａによる大声での警告という客観的事実ではなく、Ａの主観

に依存していることは明らかであろう。少なくとも条件関係

については、ドイツでも我が国でも事実的関係として把握す

るのが通説であるし、また刑法的評価の対象を確定するため

には、これを事実的関係として把握すべきであることからす

れば、トレーガーのように正面から結果規定に価値判断を取

り込む見解は否定されるのではなかろうか。

（２）具体的結果観

 抽象的結果観に対して、具体的結果観に立つミュラーは、

抽象的に定義された結果に関して行為がその条件性を検討さ

れるのではなく、具体的な結果に対する態度の原因性につい

て問われねばならないと主張した(18)。ミュラーは、トレーガ

ーによるケース②（花瓶事例）の考察方法を例に挙げ、その

判断方法を批判する。上述のように、トレーガーは最初に具

体的結果を規定し、必要に応じて結果を抽象化する。花瓶事

例においては、「彩色された花瓶の破壊」を具体的結果として

確定した上で、「花瓶の破壊」という法的に関心のある抽象的

結果カテゴリーに、彩色者Ａと破壊者Ｂのそれぞれが変更を

もたらしたか否かを検討する。ここでは、世界の総体的事情

の中から結果に関わる諸事情を選出する際に、まずは法的重

要性の如何に関わらない出来事がある種恣意的に選び出され、

その後、更に「抽象的な法的重要性」、すなわち抽象的結果規

定を基準にして、結果発生に対する原因の特定が試みられて

いる。

 既に述べたとおり、刑法における因果関係が世界の総体的

事情を解明するものではない以上、我々は何らかの基準に基

づいて、総体的事情から特定の因果経過を切り取らねばなら

ず、ミュラーもこの点は否定しない。トレーガーはこの切り

取りに際して、第一に法的重要性とは無関係な事情、たとえ

ばＡによる花瓶の彩色を含んだ経過を選択するが、ミュラー

によれば、この第一の切り取り作業それ自体を法的観点の下

で行えば、花瓶への彩色のような「些細な事情」について条

件関係を排除するために、あえて結果を抽象化する必要はな

くなる。花瓶事例では、器物損壊という事実は「今まさに生

じた花瓶の破壊」によって完成するのであるから、花瓶に彩

色が施されていることは、「器物損壊の法的構成要件に基づい

て境界付けられた具体的結果の構成部分を構成することはあ

りえない(19)」。法的観点に基づいて世界を切り取れば、構成要

件上重要でない「付随事情」としての彩色の存在は、はじめ

から排除されるのである。

 更にミュラーは、トレーガーの理論の矛盾を指摘する。「Ｂ

はＸを刺殺せんと企み、Ｘを待ち伏せしている。しかしＡが

Ｂに、Ｘの刺殺を思いとどまらせる代わりにＸを強かに殴り

つけることのきっかけを与えた」という事案を考えてみよう。

刺殺結果と殴打による傷害結果は、異なるカテゴリーに属す

るであろうし、死の結果を傷害結果に変更することは、法的

にも重要な変更であると考えられる。しかしトレーガーはこ

こで、Ａについて傷害結果の原因性を否定している。ミュラ

ーはこれを批判し、結果に関する具体的判断に、類似した、

あるいはより重大な結果を惹き起こすと思われる仮定的経過
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の考慮を取り込むべきではない(20)、と主張する。このような

批判がなされたのは、ミュラーが「重要なのは常に、当該の

法的に有効な構成要件の結果類型が、判断されるべき事象に

どのようにして実現したのか、という具体的な事実のみ」で

あるとして、現実的な具体的結果の惹起を重要視したためと

考えられる。そうであれば、如何に結果減少事由であろうと

も、「具体的な結果」の発生に関与した以上は、少なくとも条

件関係が肯定されることになろう。

 現在では、ドイツにおいてもわが国においても、具体的結

果観が通説的地位を占めるようである。たとえばロクシンに

よれば、「医師が自身の行為によって、患者の不可避の死を引

き延ばした場合ですら、彼は等価説の意味において患者の死

に対する条件を設定した(21)」のであり、「出来事の変更は、そ

れが構成要件的メルクマールの実現の、種類や方法、並びに

時間・場所にとって重要でない場面でのみ非因果的である(22)」

という。ロクシンの叙述から判明するように、「人の死」とい

う結果における死の発生時刻は、法的観点からすれば重要な

関心事であるため、結果記述に含まねばならない。そうする

と、この具体的な死亡時刻に影響を与えた医師の延命行為は、

「結果の説明」にとって必須の事情であり、結果との因果性

も肯定されることになる。反対に、たとえば被害者がナイフ

で刺殺されたとして、行為時に行為者が「青いシャツを着て

いたかどうか(23)」は構成要件的に重要でないがゆえに因果性

が否定されることとなろう。また、上述②（警告事例）にお

いては、Ｃの側頭部が陥没したという事実が法的に重要な事

情であるか否かについては争いもあろうが、少なくともミュ

ラーはこの重要性を肯定し、結果を「頭蓋側頭部陥没による

死」と規定する。これに対して①（死刑執行人事例）は、現

実の結果と仮定的結果とがまさに同一であるため、具体的結

果観のみで父親Ａの条件関係を否定することは困難である。

一般には、コンディティオ公式における付け加え禁止という

修正によって解決されることになろう。

３．抽象的結果観と具体的結果観の分析的考察

 以上の概観から、抽象的結果観にせよ具体的結果観にせよ、

総体的世界の中から「法的に相当な結果」を選び出す際には、

構成要件、及びそこから導かれる「法的関心」あるいは「法

的重要性」を基準としていることが判明した。これは双方の

見解が我々の直感と妥当する結論を模索した結果であるとも

言える。それゆえ、既に述べたとおり、花瓶事例のように「Ａ

の行為（彩色）が結果発生にとって全く重要でない」場合に

は、両者の見解は一致する。しかしたとえば警告事例につい

て、ミュラーが警告者Ａの条件関係を肯定する一方で、トレ

ーガーがこれを否定したように、その法的重要性について判

断が分かれるケースもある。この相違は何故に生じるのか。

更に言えば、そもそもなぜ結果規定について二つの見解が対

立しているのであろうか。

 この対立の背景には、因果関係に関する理解の相違が存在

しているといえる。既に述べたとおり、抽象的結果観は、「些

細な事情が原因として扱われる」という等価説から生じる不

都合を回避するために主張された。この理論の目的は「法的

に重要でないものを考慮の対象から排除する」ことであるが、

その手法は、行為が存在しない場合に「まさにその結果」で

はなく「法的に同等な結果」が発生したか否か、つまり抽象

的結果カテゴリーに変更が生じたか否かを判断するというも

のであった。前述のように、抽象的結果観は結果抽象化の前

提として暗黙のうちに具体的結果の存在を要求するのである

が、このことから、抽象的結果観は因果概念を、自然的因果

関係ではなく、いわば「法的因果関係」と位置づけていると

考えられる。そのため、当該結果観においては「現実がどう

であったか」という結果惹起の問題よりも、「現実を如何に評

価するか」という問題がより重要になる。事実を評価すると

き、たとえば行為が行われた際の行為者の主観面など、事実

そのものにまつわる事情を判断資料として使用することが可

能であろう。しかし評価の手段としては、問題となる行為と、

行為以外の事情と比較衡量することも考えられるのであって、

更に、このような比較の対象としては、現実に生じた事情の

他、行為がなかった場合の仮定的事情もまた使用しうるであ

ろう。それゆえ、抽象的結果観は、事実を評価する手段の一

つとして、仮定的事情（代替原因）の扱いについても寛容な

立場をとることになる。

 なお、抽象的結果観がコンディティオ公式を採用する以上、

代替原因に寛容な立場は、「現実的な事情の条件関係がすべて

排除されかねない」という弊害をもたらすのであるが、この

弊害はむしろコンディティオ公式の「仮定的消去法」という

判断構造に起因する。この構造において、たとえば「頭蓋側

頭部陥没による死」から「人の死」といったように、結果を

抽象化すればするほどいわば結果の範囲が広がり、それゆえ

に「その種の結果」を発生させうる代替原因は増加する。代

替原因には、現実に生じた事情もあれば、現実世界において

は生じなかった潜在的事情も含まれるであろうが、これらの

現実的・潜在的代替原因により、結果発生に何らかの影響を

与えた事情について「当該事情がなくとも、代替原因の故に

結果あり」という結論が導かれ、これらの事情について原因

性が否定されうる。つまり、代替原因の増加に伴って、（等価

説の意味における）原因は減少し、更には「真の原因」につ

いてまでも条件関係が否定されうるのである。

 これに対し、ミュラーをはじめとする具体的結果観の主張

の根底にあるのは、「当該態度なしに法的に同等であると評価

され、あるいは法的に異なる結果が発生したと思われるかど

うかを問うことは許されない」という、事実的因果関係への

こだわり、あるいはエンギッシュが指摘したように、結果「惹

起」へのこだわりである。ここでは、因果概念は自然科学的

に把握され、法的な評価は可能な限り排除される。当然のこ
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とながら、世界の総体的な事情の中から結果に含まれるもの

とそうでないものを区別せねばならないが、具体的結果観は、

等価説をより厳格に解釈する立場であると言えよう。

 なお、ミュラーは具体的結果観に立ちつつも、条件関係の

判断公式としてはコンディティオ公式を維持したが、これに

対してエンギッシュは、仮定的経過判断を必然的に伴うコン

ディティオ公式自体を放棄するに至った。既存の法則に現実

の行為と結果とを当てはめて条件関係の有無を判断する、い

わゆる合法則的条件公式をしたのである(24)。当該公式におい

て、行為が存在しなかった場合の仮定的経過を考慮する余地

はない(25)。それゆえ当該公式は、条件関係論において事実的

連関及び結果惹起を重視する立場から見れば、より適切な判

断公式であり、とりわけドイツにおいて有力な支持を集めて

いる。また、我が国においては今なおコンディティオ公式が

通説的地位を占めているが、これらの見解も、行為と結果と

の合法則性を前提としており、惹起の概念を等閑視するわけ

ではない。

 ところで、具体的結果観が等価説に忠実であるということ

は、抽象的結果観が問題視した「些細な事情」や、たとえば

瀕死の患者に救命治療を施してその死期を遅らせた医師のよ

うに、結果を良変更する事情、更に言えば「世界の総体的事

情」についても、それらの事情が仮定ではなく現実の事情で

ある限りにおいて、結果規定に取り込まれることで、原因性

判断の俎上に乗る可能性があるということである。そして、

コンディティオ公式を採用しつつも仮定的事情（代替原因）

の考慮を極力排除する立場をとるなら、「行為なくとも、仮定

的代替原因の故に結果あり」という場合に、当該行為の条件

関係は否定されない。なぜなら、仮に医師患者に延命治療を

施さなければ、傍にいた看護師が同様の措置を行い、やはり

患者は現実と同時刻に死亡したと考えられるとしても、看護

師の行為はあくまで仮定であって、実際には医師が延命治療

を行ったのである。つまりこの立場によれば、「法的重要性」

属論において改めて論じられることになる。

４．従来の結果規定に対する問題提起

 以上で、従来から主張されてきた二つの結果規定について

考察を加えた結果、両説の相違は因果概念の把握、および代

替原因の扱いに起因することが判明した。しかしこの相違と

は裏腹に、両説に共通する重要な点を指摘しうる。それは、

双方の結果観が、「あらゆる事情があらかじめ我々に示されて

いる(26)」ことを前提とし、その示された事情の中から法的重

要性等の基準に基づいて世界を切り取っている、ということ

である。しかしこのような前提は、本当に正しいのであろう

か。

を理由に広範な事情が結果規定に取り込まれ得るのであり、

そしていったん結果規定に取り込まれた諸事情は、条件関係

が否定されることはほとんどない。その結果として、結果規

定を具体化すればするほど、原因は増加するのである。我々

の直感が、行為に対して刑事責任を問うことに疑問を抱く場

合には、これらの行為は、因果論ではなくその後の客観的帰

双方の結果観が「法的観点」に基づいている以上、いずれ

に対しても同様の批判が向けられうる。すなわち、法的観点

から「どの事情まで含んで世界を切り取るか」、その基準は全

く示されていない。具体的結果規定が結論の先取りに陥ると

の批判もまた、この基準の不明確さに起因する。たとえば、

被害者を刺殺した殺人犯が、「行為時に青いシャツを着ていた」

という事情は、花瓶事例における彩色と同じく、構成要件的

結果にとって重要な事情とは扱われないであろう。しかし殺

人犯が「行為時に青いシャツを着ていたこと」によって、よ

り容易に殺人行為を成し遂げたとすれば、当該事情が法的観

点から重要と見なされる可能性もある。ここでの構成要件該

当結果は「青いシャツを着た行為者がナイフで刺突したこと

による死」と記述され、その結果、行為者に青いシャツを貸

与した者についてもまた因果性が肯定されよう。結果発生に

関与した事情が法的観点から重要であるか否か、そこには法

適用者の恣意が容易に入り込みうるのである。更に、具体的

結果観はかなり広範な事情について原因性を肯定したうえで、

客観的帰属論において絞りをかけるのであるが、そもそも恣

意的に決定されうる結果について、その結果に対する「帰属」

を問うても、また恣意的な結論が導かれるにすぎない。

我々は、人間である以上、現実世界を完全に記述すること

はできない。そうであれば、「あらゆる事情があらかじめ我々

に示されている」という前提を否定し、「説明されるべき事情」

すなわち結果それ自体と、「説明するための事情」、すなわち

結果発生に至る因果経過を構成する事情とを区別すべきであ

る。そして前者は刑法に明記された構成要件を、後者は既知

の法則を手掛かりにして記述することによって、より客観的

かつ明確な結果規定を行うことができるのではなかろうか。

(1)本稿は、拙稿「『法益客体の不利益変更』としての結果の規

定（一）」広島法学第39巻第3号127頁（2016）の補足的考

察である。
(2)斉藤金作『共犯理論の研究』（有斐閣、1954）参照。
(3)J.S.ミル『論理学体系：論証と帰納Ⅲ』（大関将一訳）（1950、
春秋社）87頁参照。たとえば自動車のドライバーが酩酊状態

で事故を起こした場合、彼のアルコール摂取をはじめ、被害

者がそこに居合わせたこと、道路が建設されたこと、エンジ

ンが発明されたこと、等々もまた自己の原因である。Vgl. 
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